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(57)【要約】
【課題】視認位置に関係なく表示画面に表示されている
情報を容易に視認可能にすること。
【解決手段】自動販売機の接客面側の辺３ｄ方向を下方
向の表示向きとして画像情報を表示している通常状態に
おいて、センサ６ａが人の接近を検出した場合、入出力
制御装置が、センサ６ａが設けられている辺３ａ方向が
下方向の表示向きとなるように画像情報の表示向きを変
更する。同様に、センサ６ｂ～６ｄが人の接近を検出し
た場合には、入出力制御装置１０６は、センサ６ｂ～６
ｄが設けられている辺３ｂ～３ｄ方向が下方向の表示向
きとなるように画像情報の表示向きを変更する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動販売機本体と、
　前記自動販売機本体の上面に設けられ、表示画面に情報を表示する表示装置と、
　前記自動販売機本体の側面に対する人の接近を検出する複数の検出手段と、
　人の接近を検出した検出手段が配置されている側面側が下方向の表示向きになるように
前記表示画面に表示する情報の向きを制御する制御手段と、
　を備えることを特徴とする自動販売機。
【請求項２】
　自動販売機本体と、
　前記自動販売機本体の上面に設けられ、表示画面に情報を表示する表示装置と、
　前記自動販売機本体の側面に対する人の接近を検出する複数の検出手段と、
　前記複数の検出手段のうちのいずれかによって人の接近が検出された場合、前記表示画
面をそれぞれの側面側を下方向の表示向きとする複数の表示画面に分割する制御手段と、
　を備えることを特徴とする自動販売機。
【請求項３】
　前記表示画面の周縁部に設けられ、人の操作入力を受け付けるタッチパネル部を備える
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の自動販売機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置を備える自動販売機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、各種情報を表示する表示装置を備える自動販売機が知られている（特許文献
１参照）。このような自動販売機によれば、販売商品のコマーシャル等の販売促進のため
の各種情報を表示装置に表示することによって、商品の販売促進を図ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－９１７６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の自動販売機では、表示装置は鉛直方向に沿って平行な接客面に設
けられ、ユーザが表示画面に正対して視認することを前提として構成されている。このた
め、表示画面を水平方向に沿って配設した場合、表示画面に表示される情報は接客面方向
を下方向の表示向きとして表示されることから、表示画面の周囲に人が集まった際、人の
位置によっては情報が横向き又は反転して表示され、表示情報を視認することが困難にな
る。このため、視認位置に関係なく表示画面に表示されている情報を容易に視認できる自
動販売機の提供が期待されている。
【０００５】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、その目的は、視認位置に関係なく
表示画面に表示されている情報を容易に視認できる自動販売機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決し、目的を達成するために、本発明の第１の態様に係る自動販売機は、
自動販売機本体と、前記自動販売機本体の上面に設けられ、表示画面に情報を表示する表
示装置と、前記自動販売機本体の側面に対する人の接近を検出する複数の検出手段と、人
の接近を検出した検出手段が配置されている側面側が下方向の表示向きになるように前記
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表示画面に表示する情報の向きを制御する制御手段とを備える。
【０００７】
　上記課題を解決し、目的を達成するために、本発明の第２の態様に係る自動販売機は、
自動販売機本体と、前記自動販売機本体の上面に設けられ、表示画面に情報を表示する表
示装置と、前記自動販売機本体の側面に対する人の接近を検出する複数の検出手段と、前
記複数の検出手段のうちのいずれかによって人の接近が検出された場合、前記表示画面を
それぞれの側面側を下方向の表示向きとする複数の画面に分割する制御手段とを備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る自動販売機によれば、自動販売機に対する人の位置に応じて表示画面に表
示される情報の向きを変更するので、視認位置に関係なく表示画面に表示されている情報
を容易に視認できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明の一実施形態である自動販売機の概観構成を示す斜視図である。
【図２】図２は、本発明の一実施形態である自動販売機の概観構成を示す平面図である。
【図３】図３は、本発明の一実施形態である自動販売機の制御系の構成を示すブロック図
である。
【図４】図４は、本発明の第１の実施形態である表示制御処理を説明するための模式図で
ある。
【図５】図５は、本発明の第２の実施形態である表示制御処理を説明するための模式図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、本発明の一実施形態である自動販売機の構成について説明する
。
【００１１】
〔自動販売機の概観構成〕
　始めに、図１を参照して、本発明の一実施形態である自動販売機の概観構成について説
明する。図１は、本発明の一実施形態である自動販売機の概観構成を示す斜視図である。
図２は、本発明の一実施形態である自動販売機の概観構成を示す平面図である。なお、以
下では、鉛直方向をＺ方向、自動販売機の接客面と直交する方向をＸ方向、Ｚ方向及びＸ
方向と直交する方向をＹ方向と定義する。
【００１２】
　図１に示すように、本発明の一実施形態である自動販売機１は、人が上面２ａを見下ろ
せる程度の高さ寸法を有する直方体状の販売機本体２を備える。販売機本体２の上面２ａ
には、長方形状の表示装置３と、表示装置３上又はその周縁に設けられたタッチパネル部
４とが設けられている。表示装置３は、表示画面に各種情報を表示するものである。タッ
チパネル部４は、人による操作入力を受け付けるものである。タッチパネル部４を表示装
置３上又はその周縁に配置することによって、人は４方向から操作することができる。上
面２ａを形成する４辺５ａ～５ｄの近傍にはそれぞれ、４辺５ａ～５ｄへの人の接近を検
出するためのセンサ６ａ～６ｄが設けられている。センサ６ａ～６ｄは、人の接近が検出
された場合、検出信号を後述する入出力制御装置に入力する。
【００１３】
　販売機本体２の接客面２ｂには、販売商品が陳列される陳列部１０と、購入した販売商
品を取り出すための取出口１１が設けられている。取出口１１には、奥側に押し込んで開
放可能なフラップドア１２が取り付けられている。販売商品を購入した購入者は、フラッ
プドア１２を開放することによって、取出口１１から販売商品を取り出すことができる。
【００１４】
　販売機本体２は、販売機本体２に対しＸ方向にスライド可能に構成された金銭回収部２
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０を備える。金銭回収部２０の上面には、硬貨投入口２１や表示部２２等が設けられてい
る。硬貨投入口２１は、硬貨を投入する部分であり、金銭回収部２０内の図示しないコイ
ンメカニズムに連通している。
【００１５】
　図示しないコインメカニズムは、投入された硬貨の真偽と金種とを識別し、金種毎に硬
貨を収容するものである。コインメカニズムによって識別できなかった硬貨は、金銭回収
部２０の前面に設けられた返却口２３から返却される。表示部２２は、投入された金額等
の各種情報を出力する。
【００１６】
　金銭回収部２０の前面には、紙幣投入口２４が設けられている。紙幣投入口２４は、紙
幣を投入する部分であり、金銭回収部２０内の図示しない紙幣識別装置に連通している。
図示しない紙幣識別装置は、投入された紙幣の真偽と金種を識別して収容するものである
。紙幣識別装置によって識別できなかった紙幣は、紙幣投入口２４から返却される。
【００１７】
〔自動販売機の制御系の構成〕
　次に、図３を参照して、自動販売機１の制御系の構成について説明する。
【００１８】
　図３は、本発明の一実施形態である自動販売機の制御系の構成を示すブロック図である
。図３に示すように、自動販売機１の制御系は、主制御装置１０１，硬貨処理制御装置１
０２，紙幣処理制御装置１０３，接客制御装置１０４，販売制御装置１０５，及び入出力
制御装置１０６を備える。主制御装置１０１は、自動販売機１の制御を統括するものであ
り、マイクロコンピュータ等の情報処理装置によって構成されている。硬貨処理制御装置
１０２，紙幣処理制御装置１０３，接客制御装置１０４，販売制御装置１０５，及び入出
力制御装置１０６は、主制御装置１０１に対する複数の従制御部に相当し、マイクロコン
ピュータ等の情報処理装置によって構成されている。
【００１９】
　硬貨処理制御装置１０２は、図示しないコインメカニズムを制御することによって、投
入硬貨の金種，真偽等の判別、金種別枚数の計算，金庫への余剰硬貨の収容，釣り銭の払
い出し等を行わせるものである。紙幣処理制御装置１０３は、図示しない紙幣識別装置を
制御することによって、挿入紙幣の金種，真偽等の判定、金種別枚数の計算、釣り銭の払
い出し等を行わせるものである。接客制御装置１０４は、主制御装置１０１からの接客指
示に従って、販売中ランプ，販売中止ランプ，釣り銭切れランプ等を点灯させたり、図示
しない複数の販売商品選択ボタンのいずれかが押下されたのかを検出し、検出信号を主制
御装置１０１に送信したりする。入出力制御装置１０６は、センサ６ａ～６ｄに接続され
、後述するように、センサ６ａ～６ｄから入力された検出信号に従って、表示装置３に表
示される情報を制御する。
【００２０】
〔表示制御処理〕
　このような構成を有する自動販売機１では、入出力制御装置１０６が、以下に示すよう
に動作することによって、視認位置に関係なく表示装置３の表示画面に表示されている情
報を容易に視認可能にする。以下、図４，図５を参照して、本発明の第１及び第２の実施
形態である表示制御処理について説明する。
【００２１】
〔第１の実施形態〕
　始めに、図４を参照して、本発明の第１の実施形態である表示制御処理について説明す
る。
【００２２】
　図４は、本発明の第１の実施形態である表示制御処理を説明するための模式図である。
本発明の第１の実施形態である表示制御処理では、図４（ａ）に示すように、自動販売機
１の接客面２ａ側の辺３ｄ方向を下方向の表示向きとして画像情報を表示している通常状
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）に示すように、センサ６ａが設けられている辺３ａ側が下方向の表示向きとなるように
画像情報の表示向きを変更する。同様に、センサ６ｂ～６ｄが人の接近を検出した場合に
は、入出力制御装置１０６は、センサ６ｂ～６ｄが設けられている辺３ｂ～３ｄ側が下方
向の表示向きとなるように画像情報の表示向きを変更する。このような表示制御処理によ
れば、自動販売機１に対する人の位置に応じて表示画面に表示する画像情報の向きが変更
されるので、人は視認位置に関係なく表示画面に表示されている情報を容易に視認するこ
とができる。
【００２３】
〔第２の実施形態〕
　次に、図５を参照して、本発明の第２の実施形態である表示制御処理について説明する
。
【００２４】
　図５は、本発明の第２の実施形態である表示制御処理を説明するための模式図である。
本発明の第２の実施形態である表示制御処理では、自動販売機１の接客面２ａ側の辺３ｄ
側を下方向の表示向きとして画像情報を表示している通常状態において、センサ６ａ～６
ｄのうちのいずれかが人の接近を検出した場合、入出力制御装置１０６が、図５に示すよ
うに、表示装置４の表示画面をそれぞれ４つの辺３ａ～３ｄ側を下方向の表示向きとする
４つの分割画面３１～３４に分割する。このような表示制御処理によれば、分割画面３１
～３４のうちのいずれかに表示されている画像情報は人に正対している状態になるので、
人は視認位置に関係なく表示画面に表示されている情報を容易に視認することができる。
【００２５】
　以上、本発明を適用した実施の形態について説明したが、本実施形態による本発明の開
示の一部をなす記述及び図面により本発明は限定されることはない。すなわち、本実施形
態に基づいて当業者等によりなされる他の実施の形態、実施例及び運用技術等は全て本発
明の範疇に含まれる。
【符号の説明】
【００２６】
　１　自動販売機
　２　販売機本体
　２ａ　上面
　２ｂ　接客面
　３　表示装置
　４　タッチパネル部
　６ａ～６ｄ　センサ
　２０　金銭回収部
　２１　硬貨投入口
　２２　表示部
　２３　返却口
　２４　紙幣投入口
　３１～３４　分割画面
　１０１　主制御装置
　１０２　硬貨処理制御装置
　１０３　紙幣処理制御装置
　１０４　接客制御装置
　１０５　販売制御装置
　１０６　入出力制御装置
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